
JP 2008-128643 A 2008.6.5

10

(57)【要約】
【課題】イオン選択性電極３を用いて地下水に含有する
特定イオンのイオン濃度を長期に亘って連続的に測定す
る。
【解決手段】地下水Ｗがオーバーフローする状態で継続
的に供給される容器２の内面を抗菌性がある銀で鍍金し
、これによって容器２内の地下水を微量の銀が溶出した
銀溶出雰囲気下にし、地下水中に生存するバクテリアを
死滅させてイオン選択性電極３の表面にバイオフィルム
が発生しないようにして長期間に亘って精度の高いイオ
ン濃度の測定ができるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地下水に含有する特定イオンのイオン濃度を、測定現場にセットしたイオン濃度測定セ
ンサを用いて連続的に測定するにあたり、測定現場に設置され、供給される地下水がオー
バーフロー状態で溜められ、イオン濃度測定センサがセットされる地下水溜めを抗菌性金
属雰囲気下にして測定するようにしたことを特徴とする地下水含有イオン濃度の連続測定
方法。
【請求項２】
　地下水に含有する特定イオンのイオン濃度を、測定現場にセットしたイオン濃度測定セ
ンサを用いて連続的に測定するにあたり、測定現場にセットされ、地下水がオーバーフロ
ー状態で溜められる地下水溜めと、該地下水溜めにセットされるイオン濃度測定センサと
を備えて構成され、前記地下水溜め内は抗菌性金属雰囲気に設定されていることを特徴と
する地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項３】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めの内面に抗菌性金属を鍍金することで形成されること
を特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項４】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに綿状の抗菌性金属を浸漬させることで形成されてい
ることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項５】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めにメッシュ状の抗菌性金属を浸漬させることで形成さ
れていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項６】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに顆粒状の抗菌性金属を浸漬させることで形成されて
いることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項７】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに抗菌性金属の板または塊を浸漬させることで形成さ
れていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項８】
　抗菌性金属雰囲気が抗菌性金属の板または塊である場合、表面に擦過処理が施されてい
ることを特徴とする請求項７記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【請求項９】
　抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに抗菌性金属を担持させたゼオライトを浸漬させるこ
とで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装
置。
【請求項１０】
　地下水溜めには、地下水を外気に無接触の状態で供給するための地下水供給手段が設け
られていることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１記載の地下水含有イオン濃度の連
続測定装置。
【請求項１１】
　地下水供給手段は、一端が地盤中の地下水脈にセットされ、他端が地下水溜めの水面以
下にセットされた配管であることを特徴とする請求項８記載の地下水含有イオン濃度の連
続測定装置。
【請求項１２】
　地下水溜めは密閉型として、該地下水溜めに溜められた地下水が空気に接触するのを防
止するようにしたことを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１記載の地下水含有イオン
濃度の連続測定装置。
【請求項１３】
　地下水溜めは、該地下水溜めに溜められた地下水が空気に接触するのを防止するため不
活性ガスを供給するための不活性ガス供給手段が設けられていることを特徴とする請求項
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１乃至１１の何れか１記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地下水に含有するナトリウムイオンや塩化物イオンに代表されるイオンの濃
度を長期間に亘って連続的に測定する地下水含有イオン濃度の連続測定方法および連続測
定装置の技術分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の発明者は、地下水に含有するナトリウムイオンや塩化物イオンに代表される各
種イオンのうち、予め測定目標とした特定イオンのイオン濃度を測定することで、例えば
地盤変位の予知や地下構造物の安定度、さらには地下構造物への地下水の漏水流量の測定
等ができるのではという推論のもと、これらについて実際に検証し、前記推論が正しいこ
とを見出し、各種の発明を創作した（例えば特許文献１～５）。ところでこのような特定
イオンのイオン濃度を測定する場合、定期的に測定現場に赴いて地下水のサンプリングを
し、そして該現場で濃度測定をするか、あるいはサンプリングした地下水を実験室や検査
室まで搬送して測定をするのが一般的な測定手法である。ところが測定現場が辺鄙なとこ
ろにある場合、測定現場に出向くことすら煩わしく、さらにこのようなところからサンプ
リングした地下水を運び出すとなると、多大な労力と時間を要するという問題がある。
【特許文献１】特開２００１－１４１５４５号公報
【特許文献２】特開２００２－２９４６８１号公報
【特許文献３】特開２００２－３３９３７３号公報
【特許文献４】特開２００３－２７９５６１号公報
【特許文献５】特開２００５－３４５１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そこで測定現場にイオン選択性電極で代表されるイオン濃度検出センサをセットし、該
セットしたイオン濃度検出センサによって検出されるイオン濃度を連続的に測定し、この
測定データを無線や有線による通信回線を介して入手するようにし、これによっていちい
ち測定現場に出向くことを省略できるようにすることが提唱される。そこで本発明の発明
者は、このような現場での長期間に亘る測定が可能であるかを検証すべく、イオン選択性
電極を場所を変えた複数の測定現場にセットし、イオン濃度の継続的な測定を試みたとこ
ろ、何れの測定現場のものも時間が経過するほどイオン濃度の測定値が低下していき、短
いものでは１週間ほどした段階でイオン濃度の測定値がゼロに近い数値となることが確認
され、測定結果に信頼性が得られないという結果になった。このようになった原因がどこ
にあるかということでイオン選択性電極を調べてみたところ、何れのものも電極表面にバ
イオフィルム（ヌメリ）が発生しており、そこでこのバイオフィルムを除去すると再び高
精度でイオン濃度の測定ができることが確認された。このことから、バイオフィルムの発
生が測定精度を低下させる原因であることが確認された。
　そこでこのバイオフィルム発生の原因を調べたところ、これは地下水中に生存するバク
テリアが電極表面に付着することによるものであることが確認され、長期間に亘って信頼
性が高いイオン濃度の測定をするにはバクテリア対策をすればよい、ということに着目し
、これを本発明の解決課題とし、鋭意検討した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作された
ものであって、請求項１の発明は、地下水に含有する特定イオンのイオン濃度を、測定現
場にセットしたイオン濃度測定センサを用いて連続的に測定するにあたり、測定現場に設
置され、供給される地下水がオーバーフロー状態で溜められ、イオン濃度測定センサがセ
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ットされる地下水溜めを抗菌性金属雰囲気下にして測定するようにしたことを特徴とする
地下水含有イオン濃度の連続測定方法である。
　請求項２の発明は、地下水に含有する特定イオンのイオン濃度を、測定現場にセットし
たイオン濃度測定センサを用いて連続的に測定するにあたり、測定現場にセットされ、地
下水がオーバーフロー状態で溜められる地下水溜めと、該地下水溜めにセットされるイオ
ン濃度測定センサとを備えて構成され、前記地下水溜め内は抗菌性金属雰囲気に設定され
ていることを特徴とする地下水含有イオン濃度の連続測定装置である。
　請求項３の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めの内面に抗菌性金属を鍍金するこ
とで形成されることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置で
ある。
　請求項４の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに綿状の抗菌性金属を浸漬させる
ことで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測定
装置である。
　請求項５の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めにメッシュ状の抗菌性金属を浸漬
させることで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連
続測定装置である。
　請求項６の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに顆粒状の抗菌性金属を浸漬させ
ることで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連続測
定装置である。
　請求項７の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに抗菌性金属の板または塊を浸漬
させることで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオン濃度の連
続測定装置である。
　請求項８の発明は、抗菌性金属雰囲気が抗菌性金属の板または塊である場合、表面に擦
過処理が施されていることを特徴とする請求項７記載の地下水含有イオン濃度の連続測定
装置である。
　請求項９の発明は、抗菌性金属雰囲気は、地下水溜めに抗菌性金属を担持させたゼオラ
イトを浸漬させることで形成されていることを特徴とする請求項２記載の地下水含有イオ
ン濃度の連続測定装置である。
　請求項１０の発明は、地下水溜めには、地下水を外気に無接触の状態で供給するための
地下水供給手段が設けられていることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１記載の地下
水含有イオン濃度の連続測定装置である。
　請求項１１の発明は、地下水供給手段は、一端が地盤中の地下水脈にセットされ、他端
が地下水溜めの水面以下にセットされた配管であることを特徴とする請求項８記載の地下
水含有イオン濃度の連続測定装置である。
　請求項１２の発明は、地下水溜めは密閉型として、該地下水溜めに溜められた地下水が
空気に接触するのを防止するようにしたことを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１記
載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置である。
　請求項１３の発明は、地下水溜めは、該地下水溜めに溜められた地下水が空気に接触す
るのを防止するため不活性ガスを供給するための不活性ガス供給手段が設けられているこ
とを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１記載の地下水含有イオン濃度の連続測定装置
である。
【発明の効果】
【０００５】
　請求項１または２の発明とすることで、地下水溜め内の地下水が抗菌性金属雰囲気とな
って地下水中に生存するバクテリアを排除できることになってセンサ表面にバイオフィル
ムが発生することを防止し、長期間に亘って精度の高いイオン濃度の検出ができることに
なる。
　請求項３～９の発明とすることで、抗菌性金属を地下水中に効率よく溶出させてバクテ
リアの排除効率より高くすることができる。
　請求項１０の発明とすることで、地下水内に生存する好気性バクテリアの増殖が抑制さ
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れることになってバクテリアの排除効率より高くすることができる。
　請求項１１の発明とすることで、地下水を外気に無接触で地下水溜めに供給することが
簡単にできることになる。
　請求項１２、１３の発明とすることで、地下水溜めに溜められた地下水が酸素に接触す
ることを防止してバクテリアの増殖を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　次ぎに、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。図中、１は地下水に含
有するナトリウムイオンや塩化物イオンに代表される特定イオンのイオン濃度を連続して
測定するための測定装置であって、該測定装置１は、地下水溜めになる容器２と、該容器
２にセットされるイオン選択性電極３とを備えて構成されるが、容器２は内面全体が抗菌
性金属の一つである銀で鍍金されている。前記イオン選択性電極３は、参照電極４、温度
計５と共に測定部位が容器内２に供給される地下水Ｗの水面下に位置するようにセットさ
れる。そしてイオン選択性電極３は、濃度測定するものとして選択される特定イオン、例
えばナトリウムイオン（Ｎａ＋）のイオン濃度の定量分析をするもので、特定イオンに感
応して参照電極４とのあいだでイオン濃度に応じた電位差を生じるものであって、この電
位差を電位差計６で測定し、該測定データを温度データと共に無線（携帯電話回線に代表
される空中伝送波。勿論、有線であってもよい。）Ｘを介して図示しない管理システムに
送信され、管理システムでは、該受信した測定データに温度補正をして特定イオンの濃度
データを時系列的に蓄積し、ディスプレイ表示あるいはプリントできるようになっている
。尚、Ｂは蓄電池を内蔵する太陽電池であって、電位差計６や無線送信当において必要と
なる電源供給をするようになっている。因みに、太陽光線が届かない暗所にセットするよ
うな場合にはバッテリ（市販電池に代表される）や自家発電装置を用いることができるこ
とはいうまでもない。
【０００７】
　７は地下水Ｗを容器２に供給するための配管であって、該配管７は、一端７ａが地盤Ｇ
中の地下水脈にセットされ、他端７ｂが容器２の水面以下に位置するようにセットされ、
これによって地下水Ｗは外気に対して無接触状態で容器２に連続して供給されるようにな
っている。尚、地下水Ｗの供給は定量であることがこのましく、そのため、配管７にフロ
ーセルに代表される流量センサと可変絞り弁を設け、地下水Ｗが定量供給されるように制
御することができる。
【０００８】
　叙述のごとく構成された本発明の実施の形態において、前記セットしたものと、容器と
してポリエチレン製ものに同様のシステムをセットしたものを比較例とし、特定イオンと
してナトリウムイオンのイオン濃度を連続的に測定し、その結果を図２のグラフ図に示す
。その結果、容器２に銀鍍金をしたものは、６０日を過ぎても安定したイオン濃度の測定
を継続してしているが、銀鍍金のないものは１０日くらいのところから測定データが減少
し始め、３０日を経過するあたりで殆どゼロに近い測定結果となった。
【０００９】
　そして比較例のイオン選択性電極２と参照電極３とを容器から取り出し、触ってみたと
ころ、表面がぬるぬるしていた。そこでこのバイオフィルムをきれいに洗い落としたもの
を再び地下水Ｗ中に入れてイオン濃度を測定したところ、良好な精度での濃度測定ができ
た。このことからバイオフィルムの発生が濃度測定の精度を低減していることが確認され
た。
　これに対し、銀鍍金した容器２に入れたものについては６０日を経過したものについて
触ってみたが、バイオフィルムの発生は観測されなかった。
【００１０】
　このように、本発明を実施したものにおいては、抗菌性金属である銀が容器２の内周面
に鍍金され、この鍍金された銀がｐｐｂ単位で地下水Ｗ中に溶出し、これによって容器２
内に溜められた地下水Ｗが抗菌性雰囲気下となって地下水Ｗ中に生存するバクテリアを殆
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発生が抑制され、長期に亘って精度の高いイオン濃度の測定ができることになったと推測
される。
【００１１】
　しかも本実施の形態のものは、地下水Ｗを容器２に供給するにあたり、そのための配管
７は、一端７ａが地盤Ｇ中に埋設され、他端７ｂが容器２の水面下であって底面に近い位
置に位置しているため、地下水Ｗは外気に触れない（無接触）状態で供給されることにな
り、この結果、好気性バクテリアの増殖を抑制する効果があり、一段とバイオフィルム形
成を低減することができる。
【００１２】
　尚、本発明は前記実施の形態に限定されないものであることは勿論であって、抗菌性金
属としては銀に限定されず、銅、金、白金、錫等の各種の金属（重金属）が挙げられるが
、銀は安価に入手しやすく、また安全性も高いことから好ましい。
　さらに地下水溜め内の地下水を抗菌性金属雰囲気下にするものとして、前記鍍金に限定
されず、例えば抗菌性金属を綿状にしたもの、メッシュ状にしたもの、顆粒状にしたもの
、さらには板や塊状にする等したものを採用することができるが、板や塊状のものは表面
積が小さく、そこで表面をヤスリで擦過する等の処理をして凹凸を施しておくことで表面
積を大きくして溶出効率を高くすることができる。またさらに、抗菌性金属をゼオライト
に担持させて活性化し、地下水中に溶出しやすくしたものについても採用することができ
る。
【００１３】
　さらにまた、前記実施の形態では容器２がオープン型であるため、溜められている地下
水Ｗの水面が外気（空気）に接触することになって好気性バクテリアの増殖抑制効果が低
減に結びつくことになる。そこで容器２について、図３に示すように天板２ａを備えたも
のにすると共に、排水管２ｂをＵ字形にしたものとして、容器２を、外気が入り込まない
密閉型としておけば溜められた地下水の酸素との接触が防止されて好気性バクテリアの増
殖回避が図れることになる。
　またさらに、窒素に代表される不活性ガスを前記天板２ａがある容器２に供給するよう
にしておいても地下水の酸素との接触が防止されて好気性バクテリアの増殖回避が図れる
ことになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】地下水含有イオン濃度の連続測定装置の概略図である。
【図２】イオン選択性電極を用いてナトリウムイオンのイオン濃度を測定したグラフ図で
ある。
【図３】密封型容器の斜視図である。
【符号の説明】
【００１５】
　１　　測定装置
　２　　容器
　３　　イオン選択性電極
　７　　配管
　Ｗ　　地下水
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